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 新しい経済の形であるシェアリングエコノミーの市場が世界的に拡大を続けており、サービス利用者・提供者双方の安全性・信頼性を高める仕組みの整備が求
められ、国際的なルール作りの必要性が高まっている。

 国内事業者の海外展開や日本のユーザーが海外でも安心してシェアリングエコノミーサービスを利用できる観点から我が国として国際標準化を推進する。

• 空間・移動・スキルなどをマッチングプラットフォームを介して他の個人等とシェアする
サービスは様々な分野で急速な広がりを見せている。

• 一方で、個人が提供するサービスの利用に対する不安感等の課題が存在。安全
性と信頼性を高める仕組みの整備が期待されている。

• また、国内事業者の海外展開や、国内ユーザーが海外で安心してサービスを利
用する，海外ユーザーが日本のサービスを利用する等の観点から、国際的なルー
ル作りは重要であり、国際標準化機構（ISO）において、 日本が主導してシェ
アリングエコノミーの国際標準化を進める。

• 国際標準化機構（ISO）において、日本からの提案による、シェ
アリングエコノミーに関する国際規格を開発する新たな技術委員会
の設立が2019年１月に承認された。

• 国際的なルール作りの場において、日本が主導してシェアリングエコ
ノミーの国際標準化（ISO/TC324）を進める。（2022年度中
のTS発行を目指す）

＜オンラインプラットフォームの運用に関する国際標準化＞

• 国際標準化機構（ISO）における国際的なルール作りの場において、日本
が主導してシェアリングエコノミーの国際標準化（ISO/TC324）を進めて
いる。

• 2022年度中のTS発行を目指す。

• サービス利用者及び提供者のシェアリングエコノミーに対する不安感の解消
• グローバルでの市場の拡大・新市場の創出 等

＜シェアリングエコノミーの国際標準化によって期待される効果＞

＜（参考）「シェアリングエコノミー・モデルガイドライン」（内閣官房）＞

 2017年9月、シェアリングエコノミーのISOワークショップがトロントで開催され、
IWA27:2017（シェリングエコノミー 指針針及び枠組み）が発行。

 2019年2月、ISOにおける国際提案を視野に、英国規格協会（BSI）と
連携し、日本のシェアリングエコノミー・モデルガイドライン（2016年11月公
表）をベースにBSI/PAS 202:2019を発行。

 2019年1月、日本提案により、ISOで新たにシェアリングエコノミーに係る専
門委員会（ISO/TC324）の設立が承認。幹事国及び議長は提案国で
ある日本に決定。

 2020年10月、BSI/PAS 202:2019を基にしたデジタルプラットフォーム標
準に関する新業務項目提案（NP）が承認され、作業グループ（WG2）
が設立。IS（国際規格）より迅速に発行可能なTS（技術仕様書）として
開発する方針に決定。

 2020年12月に第4回ISO/TC324総会開催。

内閣官房IT総合戦略室 03-3581-3484（代表）
share-eco-center_atmark_digital.go.jp (※）_atmark_は、＠に置き換えてください。
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